
重要事項説明書 

 

 

１ 事業者および事業所の概要 

 【 事業者 】  株式会社ナラティヴ 

 【 所在地 】  栃木県下野市上古山１４２７番地４ 

 【 代表者 】  渡邊 武彦 

 【 事業所 】  なないろ在宅ケアステーション 

 【 所在地 】  栃木県小山市羽川３１３番地２１ 

 【 連絡先 】  電話：０２８５－３７－８３８６  FAX：０２８５－３７－８３８７ 

 【営業地域】  小山市・下野市・壬生町・上三川町・真岡市・栃木市・宇都宮市・鹿沼市 

 【 営業日 】  月曜日から金曜日（祝日を含む）  ※１２月３０日から１月３日を除く 

 【営業時間】  午前８時３０分から午後５時３０分  

※利用者様状況に応じて、必要な場合には営業時間外での訪問看護活動を行っております。 

 

 

※緊急時訪問看護加算      利用する      利用しない 

 

 

２ 事業の目的 及び 運営の方針 

  主治医が訪問看護の必要性を認めた方に対して、適正な訪問看護利用者様宅で提供することを目的としま

す。また、関係する市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に努め

ます。 

 

 

３ 職員体制 ※令和４年１月現在 

 【 管理者 】  常 勤：看護師    １名   

 【 従業員 】  看護職員：常勤換算数 ２．５名以上 

             理学療法士等：必要に応じた数 

 

 

４ サービス内容 

 ①健康状態の観察（血圧・体温・呼吸の測定・病状の観察など） 

 ②日常生活の看護（清潔・排泄・食事など） 

 ③在宅リハビリテーション（寝たきりの予防・手足の運動） 

 ④療養生活や介護方法の指導 

 ⑤認知症の介護、悪化防止の相談 



 ⑥カテーテル類の管理、褥瘡の処置など医師の指示に基づいての看護 

 ⑦生活用具や在宅サービス利用についての相談 

 ⑧終末期の看護 

 

 

５ 利用料 

 利用者様は、なないろ在宅ケアステーションの『利用料について』（別紙）に定めた訪問看護サービスに対す

る所定の利用料および、サービスを提供する上で別途必要になった費用を払うものとします。 

 

 

６ 利用料の支払い方法 

  利用料は現金払いもしくは銀行振り込みとします。サービス付き高齢者住宅やグループホーム等へ入居され

ている利用者様については口座振替の利用も可能です。月ごとに算定した請求書を、翌月１０日以降にお渡

しいたします。現金払いの際には訪問時に集金し、後日領収書を発行いたします。銀行振り込みや口座振替

の場合は振り込みや振替が確認でき次第領収書を発行いたします。 

 

 

７ キャンセル料 

訪問看護の中止については、訪問前までにご連絡いただければ、予定されたサービスを変更または中止

することができます。当日、キャンセルの連絡がなく、訪問看護師等が利用者様宅へ伺い急遽キャンセルされ

た場合にはキャンセル料金として別途 2000円を請求いたします。 

 

 

８ 緊急時の対応 

  利用者様の病状に急変が生じた場合、速やかに主治医に連絡を取る等の措置を講じます。 

 

 

９ 事故発生時の対応 

  訪問看護の提供により事故が発生した場合は、後見人やご家族・主治医・救急医療機関・居宅介護支援事

業者等に連絡します。 

 

 

１０ 秘密保持・個人情報保護について 

  業務上知り得た利用者様およびご家族に関する秘密は、正当な理由がある場合を除いて、契約中および契

約終了後も第三者に洩らしません。ただし、事業者がサービス担当者会議等において、個人情報を用いるこ

との同意をお願いいたします。 

 

 



 

１１ 虐待の防止について 

   事業者は、利用者当の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

 ①虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者   管理者 ： 小泉 未央 

②成年後見制度の利用を支援しています。 

  ③苦情解決体制を整備しています。 

  ④従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

  ⑤介護相談員を受け入れます。 

  ⑥サービス提供中に、当該事業所従業員又は擁護者（利用者の家族等高齢者を現に擁護する者）による虐

待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかに、これを市町に通報します。 

 

 

１２ 身体拘束等の原則禁止について 

  事業者は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する為、緊急時等や

むを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下、「身体拘束等」という。）を行い

ません。 

  やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説

明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など、必要な

事項について訪問看護記録に記載します。 

 

 

１３ 業務継続計画の策定等 

  事業者は、感染症や非常災害発生時において、利用者に対する指定訪問看護（指定介護予防訪問看護）の

提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期業務再開を図るための計画（以下、「業務継続

計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。また、業務継続計画は

従業員に周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

 

１４ 衛生管理等 

  事業者は、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生

的か管理に努めるとします。また、感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備し、研修及び訓練を定

期的に開催します。 

 

 

 

 

 



１５ サービス内容に関する相談・苦情窓口 

  迅速かつ誠実な対応を心がけます。 

なないろ在宅ケアステーション 管理者  小泉 未央 ０２８５－３７－８３８６ 

小山市 高齢生きがい課 小山市中央町２－２－２１ ０２８５－２２－９５４９ 

下野市 高齢福祉課 下野市笹原２６番地 ０２８５－３２－８９０４ 

壬生町 介護保険係 壬生町大字壬生甲３８２１－１ ０２８２－８１－１８７７ 

上三川町 保険課介護保険係 河内郡上三川町しらさぎ１－１ ０２８５－５６－９１０２ 

宇都宮市 介護保険相談窓口 宇都宮市旭１－１－５ ０２８－６３２－８９８９ 

栃木県国民健康保険団体連合会 介護福祉課 宇都宮市本町３－９ ０２８－６４３－２２２０ 

宇都宮東年金事務所 宇都宮市元今泉６－６－１３ ０２８－６８３－３２１１ 

宇都宮西年金事務所 宇都宮市下戸祭２－１０－２０ ０２８－６２２－４２８１ 

真岡市健康福祉部いきいき高齢課 真岡市荒町５１９１ ０２８５－８３－８０９４ 

栃木市 地域包括ケア推進課 栃木市万町９－２５ ０２８２－２１－２２４１ 

鹿沼市 保健福祉部介護保険課 鹿沼市今宮町１６８８－１ ０２８９－６３－２２８３ 

   

指定訪問看護［指定介護予防訪問看護］の開始にあたり、利用者様に対して重要事項説明書に基づいて、

重要事項を説明し交付しました。 

 令和      年      月      日 

株式会社ナラティヴ 

なないろ在宅ケアステーション 

栃木県小山市羽川３１３番地２１ 

 

                                         管理者     小泉 未央     印 

                                         説明者 

 

   私は、指定訪問看護［指定介護予防訪問看護］開始あたり重要事項の説明を受け、本書面により重要事項

説明書の内容に同意します。 

 

      令和      年       月      日 

 

【利用者】 

               住 所                                                  

 

               氏 名                              印                   

【利用者代理人】 

              住 所                                                  

 

              氏 名                              印  （続柄            ） 


